
みなとの賑わい創出担い手育成支援事業のスケジュールについて

※１）港湾局振興課→各地方整備局等→各県等港湾管理者→港湾所在市町村
（幅広く港湾所在市町村に周知）

※２）市町村長名で振興課長宛に提出
（事務的な集約は周知と逆の流れによる）

制度の公表・募集開始※１）

（３月７日）

国（港湾局）
地方整備局等

港湾所在市町村

募 集 締 切
（４月２７日）

支援対象・内容決定・通知

実 施 内 容 の 最 終 調 整
（ ５ 月 ）

支援対象・内容の公表

支 援 開 始
（５月下旬以降）

相談受付（随時） 応募の事前相談

応 募※２）

取り組みの実施




